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201７.05.２7 理事会・代議員会 

２．審議事項 １） ２０１７（平成２９）年度事業計画並びに収支予算について（案） 

(201７.04.01～201８.03.31) 

 

事業目標 

Ⅰ 会則に基づく組織化の推進と財政健全化の確立 

Ⅱ 地区支部同窓会活動の活性化推進 

Ⅲ 母校支援のための歴史継承事業創設 

Ⅳ 「酪農学園同窓会」への統合推進 

 

Ⅰ 会則に基づく組織化の推進と財政健全化の確立 

１．会則に伴う関連諸規程等の整備（継続） 

１）地区支部の設置推進。 

２．財政健全化方策の検討（継続） 

1）地区支部の総会時通信費の助成実施。 

２）地区支部活動費の助成実施 

３）地区支部会長の旅費交通費の一部助成実施 

３．大学同窓会校友会との業務統合（継続） 

１）大学校友会と地区支部活動業務を統合。 

４．会員情報の管理（継続） 

１）卒業生名簿管理のため追跡調査の実施。 

５．学校法人酪農学園との懇談会開催（継続） 

１）学校法人酪農学園役員との懇談会開催。  

６．同窓生講演会の開催（継続） 

１）ホームカミングデー時に、同窓生講演会を開催。 

７．生涯学習講座事業の実施（継続） 

１）卒後の生涯学習講座事業への支援実施。 

８．新卒者への記念品の贈呈（継続） 

１）新卒者に対して、記念品の贈呈。（大学校友会、高

校同窓会等で実施） 

９．同窓会報の発行等（新規） 

１）「酪農学園同窓会だより」の新規発行(追加変更) 

２）同窓会だより「NEWS LETTER」の継続発行。 

１０．同窓会ホームページの管理（継続） 

１）ＷＥＢの活用、同窓会と会員との連携を深めるサイト

としての役割の確立。 

２）行事予定を一元化し情報の共有化を推進。 

 地区支部事業計画での総会日の事前連絡 

１１．大学卒業生への案内告知の追加（継続） 

１）2013 年度からの大学卒業生に e-mail が付与

されため、各種案内でメールによる配信推進。 

１２．同窓会奨励賞の設置検討（継続） 

１）同窓会奨励賞等は同窓会周年事業の中で実施す

る方向で検討したい。   

１３．同窓生への求人情報の提供（継続） 

１）就職部と連携し、同窓生に求人情報を提供。 

 

Ⅱ 地区支部同窓会活動の活性化推進 

１４．支部同窓会会長会議（地区別）の開催（継続） 

１）地区・支部活動推進に向けて、地区・支部間の情報

交換を行うため、支部会長会議を開催。 

１５．地区・支部同窓会等への支援（継続） 

１）長期活動休止支部への積極的な働きかけを行い、

支部活動の活性化を計画。 

２）新支部の設立に向けての支援。 

３) 地区・支部企画行事への支援。 

４）クラブＯＢ会、研究室等ＯＢ会、教員ＯＢ会、同期会

等への支援。 

１６．地区支部旗の作成要望について 

１）各地区支部旗の作成要望があったが、理事会で検討

の結果、保留となった。 

 

Ⅲ 母校支援のための歴史継承事業を創設 

１７．同窓生会館を活用した生涯学習講座等の検討（継

続） 

１）同窓生会館の利用推進 

 

Ⅳ 「酪農学園同窓会」への統合推進 
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   2017年度 一般会計収支予算書（案） 

 

 

      自 2017年 4月 1日 
  

 

      至 2018年 3月 31日 
  

科   目 １６予算額 １６決算額(B) １７予算額(C) 差異（C-B） 備 考 

単位同窓会負担金 957,374 957,374 957,374 0 単位同窓会 

大学短大住所管理負担金 500,000 500,000 500,000 0 大学 

酪農学園助成金 2,100,000 2,100,000 2,100,000 0 酪農学園 

酪農学校学籍業務受託金 500,000 500,000 500,000 0 学園より業務受託 

寄付金 0 0 0 0   

受取利息金 500 42 46 4   

特別会計より繰入 0 0 0 0   

雑収入 0 0 0 0   

校友会地区支部助成金 5,983,750 5,983,750 7,940,000 1,956,250 794名×10,000 

当年度収入計（Ａ） 10,041,624 10,041,166 11,997,420 1,956,254   

前年度繰越金 1,723,096 1,723,096 2,357,750 634,654   

      

収入合計  （Ｂ） 11,764,720 11,764,262 14,355,170 2,590,908   

      

職員人件費   0   0   

事務処理業務委託費 2,200,000 2,107,136 2,300,000 192,864 業務委託料等 

運営費 980,000 920,188 1,030,000 109,812   

 (消耗品費) 150,000 98,572 120,000 21,428 事務用品等 

 (消耗器具費) 0 0 0 0   

 (光熱水費) 310,000 332,836 330,000 -2,836 電気・灯油・下水道 

 (旅費交通費) 20,000 3,850 10,000 6,150 交通費 

 (通信費) 150,000 116,781 150,000 33,219 郵便料・電話・切手 

 (印刷製本費) 150,000 151,773 150,000 -1,773 コピー代等 

 (会議費) 50,000 56,000 60,000 4,000 役員会・交流会等 

 (慶弔費） 0 0 50,000 50,000 香典等 

 (雑費) 150,000 160,376 160,000 -376 振込手数料等 

住所等調査費 50,000 20,929 50,000 29,071   

生涯学習講座運営費 1,300,000 1,080,000 1,300,000 220,000 同窓会助成金 

事業費(地区支部助成金) 4,700,000 5,178,259 5,970,000 791,741   

 (事業費) 0 0 600,000 600,000 会報発行費等 

 (活動費) 630,000 738,000 750,000 12,000 総会等活動助成金 

 (通信費) 760,000 1,066,459 1,200,000 133,541 総会案内郵送料等 

 (旅費交通費) 3,200,000 3,262,358 3,300,000 37,642 総会地区支部長会議 

 (会議費) 110,000 111,442 120,000 8,558 会場費等 

予備費 2,534,720 100,000 3,705,170 3,605,170   

当年度支出計（Ｃ） 11,764,720 9,406,512 14,355,170 4,948,658   

      

当年収支差額（Ａ－Ｃ） -1,723,096 634,654 -2,357,750 -2,992,404   

次年度繰越金（Ｂ－Ｃ） 0 2,357,750 0 -2,357,750   
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2017年度 特別会計収支予算書 

 

自 2017 年 4 月 1 日 

至 2018 年 3 月 31 日 

 

科目 16 予算額   16決算額(B) 17 予算額(C) 差異(C-B) 備 考 

前年度繰越金 2,811,186 2,811,186 2,811,770 584   

一般会計繰越金 0       0 0  0   

寄付金 0  0 0  0   

受取利息金 500 584 500 -84   

収入合計 2,811,686 2,811,770 2,812,270 500   

           

基金取崩 0 0  0 0   

支出合計 0 0  0 0   

次年度繰越金 2,811,686 2,811,770 2,812,270 500   
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２）その他 

 任期途中での役員等の交代について（案） 

 

・任期途中での理事の交代 

 短大同窓会（辞任）               堀内 信良氏 ⇒ 炭谷  輝男氏 

 九州地区会長（改選）            古賀 友英氏 ⇒ 樺木野  昂氏 

                           

・任期途中での代議員の交代 

単位同窓会 

短期大学部同窓会(辞任)          富井  清氏 ⇒ 古川 豊記氏 

地区支部同窓会 

北海道第４地区（道北）宗谷支部長    土谷 恒男氏 ⇒ 川口 孝夫氏 

九州地区宮崎県支部長            藤本 幸雄氏 ⇒ 小嶋  聖氏 

 

・支部長の交代 

北海道第４地区（道北）宗谷支部長    土谷 恒男氏 ⇒ 川口 孝夫氏 

北海道第５地区（道東）根室支部長    水沼   猛氏 ⇒ 乾   雅晴氏 

中国地区鳥取県支部長           石賀 隆好氏 ⇒ 門脇 文生氏 

九州地区佐賀県支部長           八谷 直見氏 ⇒ 南川 藤夫氏 

九州地区宮崎県支部長            藤本 幸雄氏 ⇒ 小嶋  聖氏 

 

 

○なお、堀内信良氏は当会副会長であり、役員の任期が２０１７年度までとなっておりました。 

このたび当会理事辞任の意向がありましたので、会則第１２条により副会長も辞任となります。 

 

よって、会則第１０条に定める副会長４名のうち、１名が欠員となります。 

4 月２１日理事会において、来年の改選期までの残任期間は、短大同窓会会長の黒澤敬三氏を副会長として、

お願いすることが承認されました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


